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パッシブタイプRFID 無線局種別

ISO/IEC
18000シリーズ

周波数 日本の電波法による免許等の種別

18000-2 LF帯（135kHz未満）
・高周波利用設備

誘導式通信設備
ユーザの免許・登録申請は不要です。

18000-3 HF帯（13.56MHz）
・高周波利用設備

誘導式読み書き通信設備
ユーザの免許・登録申請は不要です。

18000-4 UHF帯（2.45GHz）

・構内無線局（免許局）
免許・登録申請を必ず実施願います。

・特定小電力無線局
ユーザの免許・登録申請は不要です。

18000-63 UHF帯（915～928MHz）

・構内無線局（免許局及び登録局）※

免許・登録申請を必ず実施願います。

・特定小電力無線局
ユーザの免許・登録申請は不要です。

※次シート以降で説明する無線局種別です。
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申請の方法（登録制度の構内無線局）

• 包括登録申請

– 無線を利用したいとの申請を行い、利用可能な環境を作成
• 申請：利用者の本社が所在する都道府県を管轄する地方総合通信局

– 包括申請から１５日以内に「無線局登録状」が発給

• 開設届（利用開始）

– 無線局登録状を入手後、初めて無線局の開設（利用開始）

が可能

– 利用開始から１５日以内に開設届の提出
• 提出先：無線局の常置場所の都道府県を管轄する地方総合通信局

重要：無線局登録状だけでは、無線局の開設は不可

利用開始から15日以内に開設届を提出しない場合は、

電波法令違反
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包括登録申請
無線局の規格等の登録

無線局登録状
不備が無ければ１５日以内に発給

開設届の提出
開設から１５日以内に提出

再登録申請
有効期限後も利
用したい場合

変更申請
登録内容に変
更が生じた場合

廃止届
利用しなくなっ
た場合

開設届の提出
開設から１５日以内に提出

開設届の提出
開設から１５日以内に提出

------------

包括登録申請書
￥2,900
登録期間は、最長で５年間

開設届
システム構成図
電波利用料納入告知先申出書 ￥600／年

変更登録申請書
開設局変更届
システム構成図
包括登録訂正届
包括登録承継届

包括再登録申請書
￥1,850
登録の有効期限満了３ヶ月
前から１ヶ月前までに提出
のこと

包括廃止届

申請のフロー（登録制度の構内無線局）

総務省 関東総合通信局 HP URL
RFID（電波による個体識別）の申請
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/rfid.html

平成29年9月現在
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• 免許申請に必要な書類
– 免許申請書、無線局事項書及び工事設計書、システム構成図

• 同一構内において機能上一体となって、１つの通信系を構成する場合、複数の無線設備
を単一の無線局として申請が可能 免許期間は、最長で５年間です。

• 免許を入手してから、初めて利用することが可能。 登録局とは異なるので要注意！！

• 免許変更に必要な書類
– 変更申請書、無線局事項書及び工事設計書、システム構成図

• 再免許申請に必要な書類
– 再免許申請書

• 免許の有効期間満了の６ヶ月前から３ヶ月前までに提出

• 通知等は無いので自己管理が必要（登録制度の構内無線局も同じ）

• 廃止届
– 廃止届

• 廃止する場合、過去日での廃止は不可

• 免許承継申請、電波利用料納入告知先申出書

申請の方法（免許制度の構内無線局）
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無線局免許申請

無線局免許
免許を得てから運用開始

再免許申請
有効期限後も利
用したい場合

変更申請
免許内容に変
更が生じた場合

廃止届
利用しなくなっ
た場合

免許申請書 ￥3,550

無線局事項諸及び工事設計書
システム構成図
電波利用料納入告知先申出 ￥600／年
登録期間は、最長で５年間

変更申請書
無線局事項諸及び工事設計書
システム構成図
免許承継届

再免許申請書
￥1,950
登録の有効期限満了6ヶ月
前から3ヶ月前までに提出
のこと

廃止届

免許のフロー（免許制度の構内無線局）

総務省 関東総合通信局 HP URL
RFID（電波による個体識別）の申請
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ru/rfid.html

平成29年9月現在
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・北海道総合通信局：北海道
・東北総合通信局 ：青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
・関東総合通信局 : 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨
・信越総合通信局 ： 新潟、長野
・北陸総合通信局 : 富山、石川、福井
・東海総合通信局 : 岐阜、静岡、愛知、三重
・近畿総合通信局 : 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
・中国総合通信局 : 鳥取、島根、岡山、広島、山口
・四国総合通信局 : 徳島、香川、愛媛、高知
・九州総合通信局 ： 福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、長崎、鹿児島
・沖縄総合通信事務所：沖縄

なお、詳細に関しては下記の総務省ホームページ（平成27年5月時点）を参照。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/commtab1.htm

各地の総合通信局の管轄地域（都道府県単位）

http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/commtab1.htm
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■不法無線局
電波の利用には原則として無線局の免許が必要です。免許がないのに開

設した無線局は不法無線局です。

不法無線局を開設した場合は電波法違反となり、１年以下の懲役または
１００万円以下の罰金に処せられます。また、不法無線局から出された電波
で重要な無線通信を妨害すると、５年以下の懲役または２５０万円以下の罰
金に処せられます。

http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/denpa/fuhoumusenkyoku.htm
より抜粋

http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokuriku/denpa/fuhoumusenkyoku.htm
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